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○上尾市商業の振興に関する基本条例施行規則 

平成18年６月30日規則第39号 

改正 

令和３年７月29日規則第69号 

上尾市商業の振興に関する基本条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、上尾市商業の振興に関する基本条例（平成18年上尾市条例第29号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（一の建物） 

第３条 条例第２条第３号の一の建物として規則で定めるものは、次のとおりとする。 

(１) 屋根、柱又は壁を共通にする建物（当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によ

って２以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分） 

(２) 通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物 

(３) 一の建物（前２号に掲げるものを含む。）とその附属建物をあわせたもの 

（条例第７条第７号の市長が必要と認める事項） 

第４条 条例第７条第７号の市長が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 大規模小売店舗等の閉鎖又は大規模小売店舗等における核テナント（大規模小売店舗等で

ある建物の床を店舗の用に供するため、当該大規模小売店舗等を営む者と賃貸借契約を締結し

た相手方のうち、その賃貸に係る床面積が最も大きいものをいう。）の撤退によって地域経済

及び周辺環境が受ける影響を少なくするために講ずる事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、条例の目的を達成するために必要となる事項 

（地域貢献計画書の様式） 

第５条 条例第８条第１項及び第２項の地域貢献計画書の様式は、別記様式のとおりとする。 

（地域貢献計画書の提出の期限等） 

第６条 条例第８条第１項の規定による地域貢献計画書の提出の期限は、大規模小売店舗等におい

て小売業を開始する日（以下「開店日」という。）の１月前の日とする。 

２ 条例第８条第２項の規定による地域貢献計画書の提出の期間は、毎年度４月１日から６月30日

までの期間とする。 
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（地域貢献計画書の提出義務に関する特例） 

第７条 条例第８条第１項の規定により地域貢献計画書を市長に提出した者に対しては、当該提出

した者に係る開店日の属する年度に限り、同条第２項の規定は、適用しない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年７月１日から施行する。 

（地域貢献計画書の提出の期限等に関する経過措置） 

２ 開店日が平成18年７月２日から同月31日までの間のいずれかの日である場合に限り、条例第８

条第１項の規定による地域貢献計画書の提出の期限は、第６条第１項の規定にかかわらず、開店

日の前日とする。 

３ この規則の施行の際現に本市の区域に存する大規模小売店舗等において小売業を行っている者

に係る条例第８条第２項の規定による地域貢献計画書の提出の期間は、第６条第２項の規定にか

かわらず、平成18年度に限り、平成18年７月１日から同年９月30日までの期間とする。 

附 則（令和３年７月29日規則第69号） 

この規則は、令和３年８月１日から施行する。 
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別記様式（第５条関係） 
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